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(57)【要約】
　農産物のような様々な立体的形状を有する殺菌対象物
に対しても、緩和な条件で損傷を防止して品質を劣化さ
せずに、均質的な殺菌を可能とするプラズマ殺菌を行え
るプラズマ殺菌装置を提供する。
　プラズマ殺菌装置は、導電性を有する殺菌対象物に対
して電圧を印加する電圧印加手段と、前記電圧印加手段
から印加される電圧を前記殺菌対象物に対して誘電体を
介して放電状態で印加する一対の電極と、前記一対の電
極と前記殺菌対象物との相対位置を変化させる位置変化
手段とを備えて構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性を有する殺菌対象物に対して電圧を印加する電圧印加手段と、
　前記電圧印加手段から印加される電圧を前記殺菌対象物に対して誘電体を介して放電状
態で印加する一対の電極と、
　前記一対の電極と前記殺菌対象物との相対位置を変化させる位置変化手段とを備えるこ
とを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記一対の電極は、当該一対の電極の少なくとも一方が、誘電体で導体を被覆して柔軟
に形成される接触片で形成されると共に、当該接触片の対を複数配設して形成されること
を特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記誘電体が、繊維形状又はメッシュ形状を有する繊維、合成樹脂又はシリコーン樹脂
から形成されることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記位置変化手段が、前記殺菌対象物を、前記一対の電極に対して移動させることを特
徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記位置変化手段が、一対の電極を構成する各接触片を回転させて、少なくとも１つの
前記接触片の少なくとも先端部分を前記殺菌対象物に接触させることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記殺菌対象物に関するインピーダンス値を計測する計測手段と、
　前記計測手段により計測されたインピーダンス値に基づいて、前記位置変化手段による
前記相対位置の変化を制御する制御手段とを備えることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記電圧印加手段が、前記殺菌対象物の種類に応じて、印加する電圧値を変化させるこ
とを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放電プラズマを利用して殺菌対象物を殺菌するプラズマ殺菌装置に関し、特
に、種々の立体的形状を有する殺菌対象物の表面を均質に殺菌できるプラズマ殺菌装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマを用いて対象物の殺菌を行うプラズマ殺菌は、その用途が多岐にわたっており
、その応用分野は拡大の一途を辿っている。その応用分野として期待されている分野とし
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て、農業分野における農産物の殺菌がある。
【０００３】
　農業分野では、現在の世界的な農産物の輸出入緩和の傾向に伴って、今後は、農産物の
長距離輸送が大いに活発になることが予想されている。
【０００４】
　農産物は、その外皮表面に様々な菌類が付着しているが、多岐に渡る立体的形状がある
ことから、一律な殺菌では均質に殺菌し難いという特徴がある。農産物の殺菌には、収穫
後の農作物の腐敗を抑制する目的で従来から農薬等の薬剤が使用されているが、食用の用
途のため、殺菌剤や防黴剤などの農薬を散布する行為（ポストハーベスト）や残留農薬濃
度は、各国独自の法令により厳しく規制されていることもあり、現状では長距離輸送は技
術的に難しいという状況となっている。そのため、殺菌が農産物に与えるダメージや悪影
響を抑えて殺菌を行うことが要求されている。
【０００５】
　このような農産物の殺菌にプラズマ殺菌装置を用いることによって、その高い殺菌能力
により、特に人体に有害な薬剤や農薬を必要とすることなく、農産物に対して安全且つ十
分な殺菌が行えるという優れた利点が期待されている。
【０００６】
　このような従来のプラズマ殺菌装置としては、例えば、殺菌対象物に対して空気プラズ
マを照射するプラズマ照射工程を行って、当該殺菌対象物を殺菌するものがある（特許文
献１参照）。また、例えば、搬送コンベアにより搬送される青果物の選果から箱詰めまで
の工程間における搬送経路内に各青果物をプラズマ装置によりプラズマ生成したラジカル
を照射するプラズマ滅菌装置を用いて、前記滅菌装置により前記搬送コンベアにより搬送
される青果物の表皮に付着した微生物を殺菌するものもある（例えば、特許文献２及び特
許文献３参照）。
【０００７】
　また、例えば、穀類や種子を殺菌するものとして、多数配設された針状電極からなる放
電側電極と、この放電側電極と離間して絶縁板により表面が覆われている平板状電極から
なる接地側電極と、前記放電側電極と接地側電極とを囲う誘電体で形成され、放電側電極
と接地側電極間に穀類及び種子等の殺菌対象物を介在させて、前記電極間でパルスストリ
ーマ放電を発生することにより殺菌するものがある（例えば、特許文献４及び特許文献５
参照）。この他にもプラズマジェットを照射することにより、農作物を殺菌するものもあ
る（特許文献６参照）。
【０００８】
　なお、従来のプラズマを生成する装置に使われる電極については、農作物を殺菌対象と
したものではないが、工業用材料の表面加工等を目的として、様々な形状のものが提案さ
れている。例えば、ロール型の回転電極を用いる電極構成によって、電極間に設置された
基材の表面に製膜又は表面処理を行うもの（例えば、特許文献７参照）や、回転電極の回
転を利用して被処理ガスと反応ガスに化学反応を起こさせるもの（例えば、特許文献８参
照）や、回転電極間に発生したプラズマを、外部に吹き出して、外部に設置された被処理
基材を処理するもの（例えば、特許文献９参照）などがある。
【０００９】
　この他にも、従来のプラズマを生成する装置に使われる電極としては、上記と同様に、
農作物を殺菌対象としたものではないが、ブラシ状電極を用いる構成（例えば、特許文献
１０及び特許文献１１参照）も知られており、当該ブラシ状電極を上記回転電極に取り付
ける構成（例えば、特許文献１２～特許文献１４参照）も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－１８７６４８号公報
【特許文献２】特開２０１３－１７２６５７号公報
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【特許文献３】特開２００８－２８３９０９号公報
【特許文献４】特開２０００－２９５９８０号公報
【特許文献５】再公表０２/００１９７１号公報
【特許文献６】特開２００８－２３７０４７号公報
【特許文献７】特開２０１１－２２５９５４号公報
【特許文献８】特開２００２－２８４４１号公報
【特許文献９】特開２００３－１６６０６２号公報
【特許文献１０】特開平７－２９６９９３号公報
【特許文献１１】特開２００３－３８９３３号公報
【特許文献１２】特開２００８－２４５７８４号公報
【特許文献１３】特開平９－１０４９８５号公報
【特許文献１４】特開２００３－１９７８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、従来のプラズマ殺菌装置は、殺菌対象物にプラズマを照射又は噴射することに
より一律な強度で殺菌を行うことから、殺菌対象物が様々な立体的形状を有するものであ
り且つ複数個ある場合には、個々の殺菌対象物についての殺菌の度合いにばらつきが生じ
やすく、殺菌能力が同程度であっても、ある種類の殺菌対象物に対しては殺菌の度合いが
弱過ぎることによって殺菌が不十分となる場合もあれば、別の種類の殺菌対象物に対して
は殺菌の度合いが強過ぎることによって損傷を与える場合もあった。
【００１２】
　このような殺菌対象物としては、例えば、農産物の場合は、ミカン等の柑橘類のように
外皮を食用としないもあれば、イチゴ等のように外皮を食用とするものもある。さらに、
アボカドや南瓜のように、外皮が不均一で歪な凹凸形状を有するものもある。
【００１３】
　このような農産物のように、その表面の立体的形状が、滑らかな形状のものや、粗い形
状のものや、歪な凹凸形状を有するものを殺菌対象物とする場合には、一律な強度のプラ
ズマ放電を用いて殺菌を行うことによっては、殺菌が強すぎる箇所と不十分な箇所とが混
在し、不均質な殺菌となっていた。
【００１４】
　また、農作物を殺菌対象としたものではないが、従来のプラズマを生成する装置に使わ
れる様々な形状の電極を用いてプラズマを生成して、仮に農作物を殺菌対象とするとした
場合でも、生成されたプラズマの噴射によって、一律な殺菌が行われることにより、殺菌
が強すぎる箇所と不十分な箇所とが混在することから、上記と同様に、不均質な殺菌にと
どまるものである。
【００１５】
　本発明は前記課題を解決するためになされたものであり、農産物のような様々な立体的
形状を有する殺菌対象物に対しても、緩和な条件で損傷を防止して品質を劣化させずに、
均質的な殺菌を可能とするプラズマ殺菌を行えるプラズマ殺菌装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本願に開示するプラズマ殺菌装置は、導電性を有する殺菌対象物に対して電圧を印加す
る電圧印加手段と、前記電圧印加手段から印加される電圧を前記殺菌対象物に対して誘電
体を介して放電状態で印加する一対の電極と、前記一対の電極と前記殺菌対象物との相対
位置を変化させる位置変化手段とを備えるものである。
【００１７】
　このように、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、前記電圧印加手段が導電性を有する
殺菌対象物に対して電圧を印加し、前記一対の電極が、前記電圧印加手段から印加される
電圧を前記殺菌対象物に対して誘電体を介して放電状態で印加し、前記位置変化手段が、
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前記一対の電極と前記殺菌対象物との相対位置を変化させることから、前記殺菌対象物に
与える放電が、誘電体を介することでアーク放電となることが抑制されると共に、前記殺
菌対象物が放電を受ける位置が逐次変化することによって、前記殺菌対象物の表面で局所
的ではなく分散的な放電が引き起こされることとなり、当該分散的な放電によって、前記
殺菌対象物の形状に拠らず（凹凸表面に有する球体のような複雑な形状であっても）、前
記殺菌対象物の表面の全領域に対して均質的且つ穏やかに、損傷を与えることなくドライ
プロセスで殺菌することができる。また、前記誘電体が前記殺菌対象物に接している部分
にのみ放電プラズマが発生することから、電圧印加に係る電力が抑制されることとなり、
常時放電している場合に比べてもより低コストで殺菌を行うことができる。
【００１８】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記一対の電極は、当該一
対の電極の少なくとも一方が、誘電体で導体を被覆して柔軟に形成される接触片で形成さ
れると共に、当該接触片の対を複数配設して形成されるものである。
【００１９】
　このように、前記一対の電極は、当該一対の電極の少なくとも一方が、誘電体で導体を
被覆して柔軟に形成される接触片で形成されると共に、当該接触片の対を複数配設して形
成されることから、接触片が常に振動して動いていることにより、前記殺菌対象物の様々
な位置に接触片が接触することとなり、放電位置が局所集中することなく、前記殺菌対象
物の表面の全領域にわたって均質に殺菌することができると同時に、接触片が接触するこ
とで前記殺菌対象物の表面を洗浄することも可能となる。
【００２０】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記誘電体が、繊維形状又
はメッシュ形状を有する繊維、合成樹脂又はシリコーン樹脂から形成されるものである。
このように、前記誘電体が、繊維形状又はメッシュ形状を有する繊維、合成樹脂又はシリ
コーン樹脂から形成されることから、前記誘電体が空隙を有する構造を有することによっ
て、当該空隙間をプラズマ生成の原料となる原料ガスが充填されて、当該原料ガスが、前
記誘電体で被覆された一対の電極としての導体に直接供給されると共に、前記殺菌対象物
は前記誘電体の厚みにより当該導体には接触しないこととなり、前記殺菌対象物の表面の
全体にわたって穏やかな殺菌を行うことができる。
【００２１】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記位置変化手段が、前記
殺菌対象物を、前記一対の電極に対して移動させるものである。このように、前記位置変
化手段が、前記殺菌対象物を、前記一対の電極に対して移動させることから、複数の前記
殺菌対象物の各々が、確実に前記一対の電極に接触すると共に、前記一対の電極に対して
、接触と隔離を繰り返すことから集中的ではなく分散的な殺菌が行われることとなり、前
記殺菌対象物を均質的且つ満遍なく殺菌することができる。
【００２２】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記位置変化手段が、一対
の電極を構成する各接触片を回転させて、少なくとも１つの前記接触片の少なくとも先端
部分を前記殺菌対象物に接触させるものである。
【００２３】
　このように、前記位置変化手段が、一対の電極を構成する各接触片を回転させて、少な
くとも１つの前記接触片の少なくとも先端部分を前記殺菌対象物に接触させることから、
全ての接触片が前記殺菌対象物に接触可能に動いている状況が形成されることとなり、複
数の前記殺菌対象物に対しても満遍なく接触片が接触することによって、前記殺菌対象物
を均質的且つ満遍なく殺菌することができる。
【００２４】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記殺菌対象物に関するイ
ンピーダンス値を計測する計測手段と、前記計測手段により計測されたインピーダンス値
に基づいて、前記位置変化手段による前記相対位置の変化を制御する制御手段とを備える
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ものである。
【００２５】
　このように、前記殺菌対象物に関するインピーダンス値を計測する計測手段と、前記計
測手段により計測されたインピーダンス値に基づいて、前記位置変化手段による前記相対
位置の変化を制御する制御手段とを備えることから、前記殺菌対象物の個々の導電性が判
断されることによって、前記殺菌対象物の種類に応じて最適な前記相対位置の変化量が制
御されることとなり、前記殺菌対象物の種類に応じた最適な殺菌強度が設定させることに
よって、前記殺菌対象物を均質的且つ満遍なく殺菌することができる。
【００２６】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記電圧印加手段が、前記
殺菌対象物の種類に応じて、印加する電圧値を変化させるものである。このように、前記
電圧印加手段が、前記殺菌対象物の種類に応じて、印加する電圧値を変化させることから
、前記殺菌対象物の外皮が食用か否かによっても印加する電圧値を変化することができ、
例えば、ミカンのように外皮を食用としないものについては外皮の損傷よりも殺菌強度を
高めることが可能となるために印加する電圧値を高める一方で、イチゴのように外皮を食
用するものについては損傷を抑えるために印加する電圧値を抑えるなど、殺菌強度を柔軟
に変化できることとなり、前記殺菌対象物の種類や特性に応じて最適な殺菌が可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図２】本発明の第２の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図３】本発明の第３の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図４】本発明の第３の実施形態に係るプラズマ殺菌装置による殺菌の様子を示す説明図
を示す。
【図５】本発明の第４の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の電極構造に係る構成図を示す
。
【図６】本発明の第５の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図７】本発明の第５の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図８】本発明の第５の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の変形例及び接触片の形状の一
例を示す。
【図９】本発明の第５の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の電極構造の変形例に係る構成
図を示す。
【図１０】本発明の第６及び第７の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図１１】実施例１に係るプラズマ殺菌装置の放電の様子を撮影した写真を示す。
【図１２】実施例１に係るプラズマ殺菌装置の殺菌結果を示す写真、及びプラズマ処理時
間に対する残存菌数のグラフを示す。
【図１３】実施例１に係るプラズマ殺菌装置の実験状況を示す写真（ａ）、及びシート状
電極幅３ｍｍの殺菌範囲を表す写真（ｂ）、及びシート状電極幅５ｍｍの殺菌範囲を表す
写真（ｃ）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
（第１の実施形態）
　以下、第１の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を、図１に基づいて説明する。
【００２９】
　図１（ａ）において、本実施形態に係るプラズマ殺菌装置は、導電性を有する殺菌対象
物１００に対して電圧を印加する電圧印加手段１と、この電圧印加手段１から印加される
電圧を殺菌対象物１００に対して誘電体２１を介して放電状態で印加する一対の電極２と
、この一対の電極２と殺菌対象物１００との相対位置を変化させる位置変化手段３とを備
える構成である。この一対の電極２は、一の電極２ａと、他の電極２ｂが一対となって構
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成される。
【００３０】
　プラズマ放電の原料ガスは、特に限定されないが、大気中の空気を原料ガスとしてその
まま用いることができ、この場合には、特段のガスを別途用意することなく簡易且つ低コ
ストで殺菌を実施できるという利点がある。すなわち、プラズマ放電の圧力条件としては
、大気圧で十分である。
【００３１】
　この他にも、原料ガスとしては、ヘリウムやアルゴンなどの希ガスを用いることもでき
、この場合には、放電が容易に得られるという利点がある。さらに、この希ガスに追加し
て、空気、窒素、酸素、水蒸気もしくはそれらを混合させたガスを混合させることがより
好ましく、この場合には、大気圧下においても放電面積を増大し処理時間を短縮すること
が可能となる。
【００３２】
　また、この使用した希ガスは、使用後に回収・分離することによって、放電プラズマの
生成のための原料として再利用することができる。また、真空ポンプを用いて減圧するこ
とによって、さらなる放電面積の増大を可能として処理時間を短縮することができる。
【００３３】
　この電圧印加手段１は、この一対の電極２の各々の電位の高低関係が、時間の経過に拠
らず一定となる電圧、すなわち、各々が高電位側及び低電位側のいずれかに固定される電
圧であれば、直流電圧でも交流電圧でも用いることが可能である。印加電圧が交流であれ
ば、低周波電源や高周波電源（ＲＦ）を用いることができる。例えば、周波数帯域：数十
Ｈｚ～数百ＭＨｚ及び電圧：１～１０ｋＶの交流電源を用いることができる。
【００３４】
　この一対の電極２は、殺菌対象物１００に対して誘電体２１を介して接触可能な構成で
あれば特に限定されないが、好ましくは、図１（ｂ）に示すように、この一対の電極２を
構成する導体２２が、その周囲を誘電体２１で被覆されるものである。
【００３５】
　この誘電体２１は、誘電性を有する素材、すなわち、高抵抗素材であれば、特に限定さ
れない。
【００３６】
　この導体２２は、導電性を有する素材であれば特に限定されず、例えば、金属導線、導
電性プラスチック、炭素繊維などを用いることができ、例えば、柔軟性を有する銅線を用
いることができる。
【００３７】
　この位置変化手段３は、図１（ａ）中の矢印で示されるように、一対の電極２と殺菌対
象物１００との相対位置を変化させるものであれば特に限定されず、好ましくは、殺菌対
象物１００を一対の電極２に対して移動させることであり、例えば、移動するベルトによ
って殺菌対象物１００を転がして移動させるベルトコンベア、複数の回転ローラーの回転
によって殺菌対象物１００を転がして移動させるローラーコンベア、風圧、傾斜面、又は
振動を用いることができる。
【００３８】
　この相対位置が変化することによって、複数の殺菌対象物１００の各々が、確実に一対
の電極２に接触すると共に、前記一対の電極２に対して、接触と隔離を繰り返すことから
集中的ではなく分散的な殺菌が行われることとなり、殺菌対象物１００を均質的且つ満遍
なく殺菌することができる。そのため、複数個の殺菌対象物１００に対してインライン化
された連続的な放電プラズマ処理が可能となる。
【００３９】
　プラズマ殺菌の対象となる殺菌対象物１００は、一対の電極２に接触した箇所でプラズ
マ放電が生じるという簡素な構成から、その対象となる形状は特に限定されるものではな
く、単純な立体的形状を有するものに限られず、複雑な立体的形状を有するものに対して
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も適用することができる。例えば、表面の立体的形状が、滑らかな形状、粗い形状、又は
歪な凹凸形状を有する複雑な立体的形状を表面に有する農産物、例えば、ミカン等の柑橘
類や、イチゴ、アボカド、南瓜等を対象とすることが可能である。
【００４０】
　このように、この電圧印加手段１が殺菌対象物１００に電圧を印加し、一対の電極２が
、電圧印加手段１から印加される電圧を殺菌対象物１００に対して誘電体２１を介して放
電状態で印加し、位置変化手段３が、前記一対の電極２と殺菌対象物１００との相対位置
を変化させることから、図１（ｃ）に示すように、プラズマ放電Ａによる殺菌対象物１０
０への殺菌が、局所集中的ではなく、放電を受ける位置が変化することによって分散化さ
れることとなり、この分散化された放電によって、殺菌対象物１００の形状に拠らず（表
面に凹凸形状を有する略球体のような複雑な形状であっても）、均質的且つ穏やかに全面
にわたって、損傷させることなく殺菌することができる。
【００４１】
　また、誘電体２１が殺菌対象物１００に接している部分にのみ放電プラズマが発生する
ことにより、殺菌可能な箇所に対してのみ放電が発生することから、必要最小限の放電が
生じることによって、電圧印加に必要となる総電力が抑制されることとなり、定常的に放
電している場合に比べて、より低コストで殺菌を行うことが可能となる。さらに、ある１
つの殺菌対象物１００の表面における放電領域も、逐次変化することから、結果として、
この殺菌対象物１００の表面の全領域にわたって殺菌することができる。
【００４２】
　このような殺菌によって、殺菌対象物１００として農産物の場合、例えば、ミカン等の
柑橘類や、イチゴ、アボカド、南瓜等の場合には、これらの表面に付着した微生物の殺菌
・不活化や、線虫や昆虫の殺虫、農薬などの分解が、薬剤を用いることなく可能となる。
【００４３】
　このように、本実施形態に係るプラズマ殺菌装置では、残存性のないプラズマ状態のガ
スを用いて，農作物や食材の腐敗に関与する病原体に対して，対象物を損傷することなく
不活化することができることから、現在の輸出入の障害となっている長期保存や長距離輸
送の際に生じるロスの削減に寄与することができる。また、国内から輸出される農作物の
みならず、外国から輸入される農産物にも幅広く適用できるという利点もある。さらに、
「食の安全」は国内外を問わず最重要課題であり、減農薬や有機農法により栽培されたオ
ーガニック農産物は、健康的で安全な食物として各国で栽培規模が広がっていることから
も、農薬を用いない殺菌手法である本実施形態に係るプラズマ殺菌装置は、現在の消費者
嗜好に合致するものであり、その適用対象は広範に各種農作物に及ぶものである。
【００４４】
（第２の実施形態）
　以下、第２の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を説明する。
【００４５】
　第２の実施形態では、上述した第１の実施形態と同じく、前記電圧印加手段１と、前記
一対の電極２と、前記誘電体２１と、前記導体２２と、前記位置変化手段３とを備え、さ
らに、前記一対の電極２を構成する一の電極２ａ又は他の電極２ｂのうちのいずれか一方
の電極が、前記位置変化手段３としても機能する構成である。例えば、図２（ａ）に示す
ように、一の電極２ａ（例えば、シート状電極）に対向する他の電極２ｂが、前記位置変
化手段３としても機能する構成である。
【００４６】
　このような構成により、前記位置変化手段３により逐次移動する殺菌対象物１００が、
図２（ｂ）に示すように、上面のみならず下面からもプラズマ放電Ａを受けて殺菌される
こととなり、殺菌対象物１００の全面にわたって、より効率的で均質な殺菌を実施するこ
とができる。
【００４７】
　なお、前記位置変化手段３は、シート状の形状のみならず、円柱形状のローラーが、殺
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菌対象物１００の進行方向に対して複数横並びに並んで構成されるローラーコンベアとし
て構成することもできる。このローラーコンベアを前記位置変化手段３として用いた場合
には、ローラーと殺菌対象物１００との接触箇所（すなわち、殺菌対象物１００の下面か
らプラズマ放電Ａを受ける箇所）が経時的により大きく変動し続けることとなり、殺菌対
象物１００の全面にわたって、より効率的で均質な殺菌を実現することができる。
【００４８】
　上記の構成からも明らかなように、一の電極２ａ（例えば、シート状電極）と対向する
前記位置変化手段３（ベルトコンベアもしくはローラーコンベア等のコンベア）の材質に
ついて、誘電性の材料を用いた場合には、高圧側（一の電極２ａ）と低圧側（コンベア側
）の両側にプラズマが生成される一方で、導電性の材料を用いた場合には、高圧側（一の
電極２ａ）にのみ強いプラズマを生成することが可能となる。このように、殺菌対象物１
００の種類に応じて低圧側（コンベア側）の材質を選択することによって、殺菌対象物１
００の種類に応じた最適なプラズマ処理を容易に実現することができる。
【００４９】
（第３の実施形態）
　以下、第３の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を図３及び図４に基づいて説明する。
【００５０】
　第３の実施形態では、上述した第１の実施形態と同じく、前記電圧印加手段１と、前記
一対の電極２と、前記誘電体２１と、前記導体２２と、前記位置変化手段３とを備え、さ
らに、図３（ａ）に示すように、前記一対の電極２の少なくとも一方が、誘電体２１で導
体２２を被覆して柔軟に形成される接触片２３で形成されると共に、この接触片２３の対
を複数配設して形成される構成である。
【００５１】
　また、上述した第２の実施形態のプラズマ殺菌装置に対しても、上記と同様にして、図
３（ｂ）に示すように、本実施形態を適用することが可能である。
【００５２】
　この接触片２３の形状は、特に限定されず、例えば、図４（ａ）に示すように、各々、
平板状とすることができ、複数の接触片２３によって、全体として暖簾状態とすることが
でき、これにより電極面積が増えることとなり、殺菌対象物１００との接触機会の増大と
共に、放電面積を拡大することができる。また、例えば、図４（ｂ）に示すように、この
接触片２３の形状は、紐状（ロープ状）とすることもでき、これにより電極面積が増える
と共に殺菌対象物１００の表面領域の細かい箇所にも電極が届くこととなり、放電面積を
より拡大することができる。また、身近にある紐状の絶縁体をそのまま利用することがで
きることから、容易な装置構成が可能となる。
【００５３】
　このように、複数の接触片２３が柔軟に常に動いていることにより、殺菌対象物１００
の表面の様々な位置に接触片２３が接触することとなり、放電位置が局所集中することな
く、殺菌対象物１００の表面の全領域にわたって均質に殺菌することができる。また、柔
軟性のある接触片２３が殺菌対象物１００に穏やかに接触することによって、殺菌対象物
１００の表面の汚れを落としながら殺菌ができることから、汚れを落とす工程で使うと殺
菌工程と洗浄工程とを同時に行えるという処理の効率化を図ることができる。
【００５４】
　また、上記の構成からも明らかなように、一の電極２ａ（接触片２３）と対向する前記
位置変化手段３（ベルトコンベアもしくはローラーコンベア等のコンベア）の材質につい
て、誘電性の材料を用いた場合には、高圧側（接触片２３）と低圧側（コンベア側）の両
側にプラズマが生成される一方で、導電性の材料を用いた場合には、高圧側（接触片２３
）にのみ強いプラズマを生成することが可能となる。このように、殺菌対象物１００の種
類に応じて低圧側（コンベア側）の材質を選択することによって、殺菌対象物１００の種
類に応じた最適なプラズマ処理を容易に実現することができる。
【００５５】
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（第４の実施形態）
　以下、第４の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を図５に基づいて説明する。
【００５６】
　第４の実施形態では、上述した第１の実施形態と同じく、前記電圧印加手段１と、前記
一対の電極２と、前記誘電体２１と、前記導体２２と、前記位置変化手段３とを備え、さ
らに、前記誘電体２１が、繊維形状又はメッシュ形状を有する繊維、合成樹脂又はシリコ
ーン樹脂から形成される構成である。
【００５７】
　前記誘電体２１の素材は、図５（ａ）に示すように、空隙を有する略多孔質体である。
繊維としては、超微細繊維や炭素繊維等が挙げられる。合成樹脂としては、軟性プラスチ
ックやフッ素樹脂等が挙げられる。
【００５８】
　このように、この誘電体２１に形成される空隙によって、この空隙間にプラズマ生成の
原料となる原料ガス（もしくは空気層）が浸透して充填され、この原料ガスが、この誘電
体２１を透過して、この誘電体２１で被覆された一対の電極２である導体２２に直接供給
されることから、図５（ａ）に示すように、この誘電体２１に接触した殺菌対象物１００
に対して、確実にプラズマ放電Ａが生じることとなり、この誘電体２１に接触した殺菌対
象物１００の表面を確実に殺菌することができる。また、その一方で、殺菌対象物１００
はこの誘電体２１の厚みによってこの導体２２には直接接触することが回避されることか
ら、殺菌対象物１００の表面の全領域にわたって穏やかな殺菌を行うことができる。
【００５９】
　なお、図５（ｂ）に示すように、前記一対の電極２を構成する一の電極２ａ又は他の電
極２ｂのうち電圧が印加される電極として、前記導体２２の周囲を遊隔して配設される中
空の筒状の第二の導体２２ａを備え、前記導体２２と第二の導体２２ａが接触した場合に
限り印加電圧が導通してプラズマ放電を生じる構成とすることができる。
【００６０】
　このような構成によって、前記一対の電極２のうち電圧を印加される電極が、殺菌対象
物１００に押されることにより、導体２２と第二の導体２２ａが接触した時点ではじめて
プラズマ放電を生じることから、殺菌対象物１００に対する放電がより選択的に確実に生
じることとなり、消費電力を抑制して効率的に殺菌を行うことができる。
【００６１】
　なお、本実施形態では、上述した第２及び第３の各実施形態に対しても適用が可能であ
り、いずれの場合でも、前記誘電体２１が空隙を有する構成により、殺菌対象物１００は
この誘電体２１の厚みによってこの導体２２には直接接触しないこととなり、殺菌対象物
１００がこの導体２２で強い放電を直接受けることなく、殺菌対象物１００の表面の全領
域にわたって穏やかな殺菌を行うことができる。
【００６２】
（第５の実施形態）
　以下、第５の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を図６～図９に基づいて説明する。
【００６３】
　第５の実施形態では、上述した第３の実施形態と同じく、前記電圧印加手段１と、前記
一対の電極２と、前記誘電体２１と、前記導体２２と、前記接触片２３と、前記位置変化
手段３とを備え、さらに、図６及び図７に示すように、前記位置変化手段３が、一対の電
極２を構成する各接触片２３を回転させて、少なくとも１つの接触片２３の少なくとも先
端部分を殺菌対象物１００に接触させる構成である。図６は、第３の実施形態の図３（ａ
）に対応した図であり、図７は、第３の実施形態の図３（ｂ）に対応した図であり、いず
れも、インライン処理で殺菌対象物１００を殺菌可能とする構成である。
【００６４】
　また、図８（ａ）に示すように、インライン処理の他にも、接触片２３が配設された一
対の電極２により殺菌対象物１００を挟み込む構成として、連続的に殺菌処理する構成と
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することも可能である。
【００６５】
　また、この接触片２３の形状は特に限定されないが、例えば、図８（ｂ）～（ｅ）に示
すように、円筒状、平板状、星状、凹凸状などの各種の形状を用いることが可能であり、
　殺菌対象物１００の表面形状や殺菌度合いに応じて、例えば、アボガドのような歪な形
状のものに対しては、星状の接触片２３を用いる等、最適な形状のものを選択することが
可能である。
【００６６】
　このように、全ての接触片２３が殺菌対象物１００に接触可能に動いている状況が形成
されることとなり、複数の殺菌対象物１００に対して満遍なく接触片２３が接触すること
によって、殺菌対象物１００を均質的且つ満遍なく殺菌することができる。
【００６７】
　なお、この接触片２３の変形例としては、図９（ａ）に示すように、一対の電極２のう
ちの一方の電極の周囲において、当該電極の導体２２とは遊隔して配設された接触片２３
の導体２２側の端部に、可動導体２３ａを備える構成とすることができる。この可動導体
２３ａは、この可動導体２３ａが導体２２と接触した時点ではじめて、電圧印加手段１か
らの電圧が導体２２に印加されるという電気導通のスイッチング機能として作用する。
【００６８】
　この構成により、接触片２３が殺菌対象物１００に接触した時点で、図９（ｂ）に示す
ように、可動導体２３ａが導体２２に接触することによって、電気導通のスイッチング機
能が作用することとなり、電圧印加手段１からの電圧が導体２２に印加されてプラズマ放
電を生じることから、殺菌対象物１００に対する放電がより選択的に確実に生じることと
なり、消費電力を抑制して効率的に殺菌を行うことができる。
【００６９】
　なお、本実施形態では、上述した第４の実施形態に対しても適用が可能であり、本実施
形態と同様に、各接触片２３を回転させる構成により、複数の殺菌対象物１００に対して
も満遍なく接触片２３が接触することによって、殺菌対象物１００を均質的且つ満遍なく
殺菌することができる。
【００７０】
（第６の実施形態）
　以下、第６の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を図１０（ａ）に基づいて説明する。
【００７１】
　第６の実施形態では、上述した第３の実施形態と同じく、前記電圧印加手段１と、前記
一対の電極２と、前記誘電体２１と、前記導体２２と、前記接触片２３と、前記位置変化
手段３とを備え、さらに、図１０（ａ）に示すように、殺菌対象物１００に関するインピ
ーダンス値を計測する計測手段４と、この計測手段４により計測されたインピーダンス値
に基づいて、前記位置変化手段３による前記相対位置の変化を制御する制御手段５とを備
える構成である。
【００７２】
　この計測手段４は、殺菌対象物１００に最初に接触した時点でインピーダンス値を計測
することができ、それ以降は、制御手段５が、このインピーダンス値に基づいて、位置変
化手段３による相対位置の変化を制御する。例えば、インピーダンス値が高い殺菌対象物
１００に対しては、位置変化手段３による相対位置の変化量を少なくする（移動速度を遅
くする）ことにより、時間を掛けて十分な殺菌を行うことが可能となる。また、例えば、
インピーダンス値が低い殺菌対象物１００に対しては、位置変化手段３による相対位置の
変化量を高くする（移動速度を早くする）ことにより、表面を傷めない程度の穏やかな殺
菌を行うことが可能となる。
【００７３】
　このように、殺菌対象物１００の個々の導電性が判断されることによって、殺菌対象物
１００の種類に応じて最適な前記相対位置の変化量が制御されることとなり、殺菌対象物
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１００の種類に応じた最適な殺菌強度が設定させることによって、殺菌対象物１００を均
質的且つ満遍なく殺菌することができる。
【００７４】
　なお、本実施形態では、上述した第１、第２、第４、及び第５の各実施形態に対しても
適用が可能であり、いずれの場合でも、測定されたインピーダンス値に基づいて、位置変
化手段３による相対位置の変化が制御され、殺菌対象物１００の種類に応じた最適な殺菌
強度が設定させることによって、殺菌対象物１００を均質的且つ満遍なく殺菌することが
できる。
【００７５】
（第７の実施形態）
　以下、第７の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を図１０（ｂ）に基づいて説明する。
【００７６】
　第７の実施形態では、上述した第６の実施形態と同じく、前記電圧印加手段１と、前記
一対の電極２と、前記誘電体２１と、前記導体２２と、前記接触片２３と、前記位置変化
手段３と、計測手段４とを備え、前記制御手段５の代用として、前記電圧印加手段１が、
図１０（ｂ）に示すように、前記計測手段４により計測されたインピーダンス値に基づい
て、印加する電圧値を変化させる構成である。
【００７７】
　すなわち、計測されたインピーダンス値から殺菌対象物１００の種類が判断されること
から、前記電圧印加手段１が、殺菌対象物１００の種類に応じて、印加する電圧値を変化
させる構成である。
【００７８】
　このように、前記電圧印加手段１が、殺菌対象物１００の種類に応じて、印加する電圧
値を変化させることから、殺菌強度を個別に柔軟に変化できることとなり、殺菌対象物１
００の種類や特性に応じた殺菌が可能となる。
【００７９】
　なお、本実施形態では、上述した第１～第５の各実施形態に対しても適用が可能である
。すなわち、前記電圧印加手段１が、殺菌対象物１００の種類に応じて、印加する電圧値
を変化させる構成から、殺菌対象物１００の外皮が食用か否かによっても印加する電圧値
を変化することができ、例えば、ミカンのように外皮を食用としないものについては外皮
の損傷よりも殺菌強度を高めることが可能となるために印加する電圧値を高める一方で、
イチゴのように外皮を食用するものについては商品の品質としての損傷を抑えるために印
加する電圧値を抑えるなど、殺菌強度を柔軟に変化できることとなり、殺菌対象物１００
の種類や特性に応じた殺菌が可能となる。
【００８０】
　以下に実施例を示すが、これらの実施例は本発明に係るプラズマ殺菌装置を単に例示す
るためのものであり、本発明を限定するものではない。
【００８１】
（実施例１）
　上記第３の実施形態で示した装置を用いて、殺菌対象物に対する殺菌を行った。実施条
件は、金属線から成る一対の電極を、誘電体であるシリコーン樹脂で被覆することにより
、柔軟な接触片として形成された複数の紐状の電極（シート状電極とも言う）に、交流高
電圧電源（10kVpp、10kHz）を印加し、ウンシュウミカン果皮のミドリカビ病菌胞子を直
接に殺菌するためにプラズマを生成した。処理対象に用いたウンシュウミカンには、懸濁
したミドリカビ病菌胞子（4×107個/ml）を散布し、プラズマを０秒から１０秒間照射し
た。プラズマ照射による殺菌効果は、プラズマを照射した部位のミドリカビ病菌胞子胞子
を拭き取った後、培地にて培養し、コロニー数をカウントすることで評価した。
【００８２】
　上記放電の様子を撮影した写真を図１１に示す。図１１（ａ）に示すように、殺菌対象
物の農作物であるミカンに対して、紐状の接触片が接触しており、この接触の際に、図１
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認された。
【００８３】
　上記放電により得られた殺菌効果について、プラズマ処理時間に対する殺菌の度合いに
関する図１２（ａ）の写真、及び図１２（ｂ）のプラズマ処理時間に対する残存菌数（上
記カウントされたコロニー数に基づく）のグラフから、照射時間が１秒経過後で残存菌数
が著しく減少しており、１０秒程度の照射によって、十分な殺菌が行われたことが確認さ
れた。
【００８４】
　さらに、上記装置に用いたシート状電極による殺菌範囲を確認した。シート状電極は、
幅３ｍｍと幅５ｍｍの２種類を用意し、以下の実験条件にて、図１３（ａ）に示すように
、この各シート状電極にウンシュウミカンを接触させてから電圧印加した後、５秒後、１
０秒後、３０秒後の殺菌状況を確認した。
・処理対象：ウンシュウミカン (Citrus unshiu)
・疑似汚染：ミドリカビ病菌胞子 (Spore of Penicillium digitatum)
・電源：10kVpp,9-11kHz (LHV-10AC，ロシ゛ー電子製)
・シート状電極幅：3mm，5mm
【００８５】
　この幅３ｍｍ及び幅５ｍｍの各シート状電極を用いて得られた経時的な殺菌結果を、各
々、図１３（ｂ）及び（ｃ）の写真で示す。得られた結果から、５秒後には徐々に殺菌さ
れ、３０秒後には殆ど殺菌されており、殺菌効果は、照射時間に依存することが確認され
た。また、シート電極１本あたりの殺菌範囲は，シート電極直下に留まることなく周囲に
まで広範に及んでおり、シート状電極の実幅よりも広い範囲で殺菌できることが明らかと
なった。このように、電極一本あたりの殺菌可能範囲は，電極直下だけでなく周囲にまで
及ぶことから、シート状電極幅よりも広い範囲で殺菌できることとなり、放電面積が拡大
して効率的な殺菌処理が行えることが確認された。
【符号の説明】
【００８６】
１　電圧印加手段
２　一対の電極
２ａ　一の電極
２ｂ　他の電極
２１　誘電体
２２　導体
２２ａ　第二の導体
２３　接触片
２３ａ　可動導体
３　位置変化手段
４　計測手段
５　制御手段
１００　殺菌対象物
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月21日(2017.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性を有する殺菌対象物に対して電圧を印加する電圧印加手段と、
　前記電圧印加手段から印加される電圧を前記殺菌対象物に対して誘電体を介して一の電
極と他の電極との間で放電状態で印加し、当該一の電極と他の電極の少なくとも一方が、
前記誘電体にて導体を被覆して柔軟に形成される複数の接触片として形成される一対の電
極と、
　前記一対の電極と前記殺菌対象物との相対位置を変化させる位置変化手段とを備えるこ
とを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記一対の電極は、前記接触片の対を複数配設して形成されることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記誘電体が、繊維形状又はメッシュ形状を有する繊維、合成樹脂又はシリコーン樹脂
から形成されることを特徴とする
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　プラズマ殺菌装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記位置変化手段が、前記殺菌対象物を、前記一対の電極に対して移動させることを特
徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記位置変化手段が、一対の電極を構成する各接触片を回転させて、少なくとも１つの
前記接触片の少なくとも先端部分を前記殺菌対象物に接触させることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記殺菌対象物に関するインピーダンス値を計測する計測手段と、
　前記計測手段により計測されたインピーダンス値に基づいて、前記位置変化手段による
前記相対位置の変化を制御する制御手段とを備えることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記電圧印加手段が、前記殺菌対象物の種類に応じて、印加する電圧値を変化させるこ
とを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
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【国際調査報告】
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